
春日部市監査委員告示第４号

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、令和７年 12 月 22 日付け春日部市監査委員告示

第７号で公表した令和７年度第２回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育

委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和８年４月６日

春日部市監査委員 佐 川 清

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 栗 原 信 司



春 総 発 第 ３ ６ ８ 号

令和８年２月２４日

春日部市監査委員 佐川 清 様

香田 寛美 様

栗原 信司 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和７年度第２回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和７年１２月２２日付け春監発第２７８号によりご報告のありました令和７年度第

２回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき通知いたします。



監査の結果 部名 課名 措置の状況

１　こども未来部所管
こども未来部 こども育成課 保有個人情報の外部への業務委託に関する調書

に関して、「春日部市個人情報保護制度事務処理
の手引き」に基づき、速やかに是正しました。今後
は、課内職員で情報共有し、遺漏のないよう適正に
事務処理を行ってまいります。

こども未来部 こども相談課 保有個人情報の外部への業務委託に関する調書
に関して、「春日部市個人情報保護制度事務処理
の手引き」に基づき、速やかに是正しました。今後
は、課内職員で情報共有し、遺漏のないよう適正に
事務処理を行ってまいります。

こども未来部 こども支援課 保有個人情報の外部への業務委託に関する調書
に関して、「春日部市個人情報保護制度事務処理
の手引き」に基づき、速やかに是正しました。今後
は、課内職員で情報共有し、遺漏のないよう適正に
事務処理を行ってまいります。

こども未来部 こども育成課 春日部市契約規則等に基づき、速やかに是正しま
した。今後、同様の誤りが生じないよう、指摘内容に
ついて課内で共有し、改善に努めてまいります。

こども未来部 こども相談課 春日部市契約規則等に基づき、速やかに是正しま
した。今後、同様の誤りが生じないよう、指摘内容に
ついて課内で共有し、改善に努めてまいります。

こども未来部 保育課 春日部市契約規則等に基づき、速やかに是正しま
した。今後、同様の誤りが生じないよう、指摘内容に
ついて課内で共有し、改善に努めてまいります。

事務決裁規則別表１により、財務事項の決裁区分は
金額に応じて決められているが、入札結果及び契約
締結伺と予定価格の決定において、部長専決とすべ
きところが課長専決になっていた。適正な事務処理を
行われたい。

こども未来部 こども相談課 決裁区分を再確認するとともに、課内のチェック体
制を強化しました。今後は、事務決裁規則に則った
適正な決裁区分での起案を徹底するよう努めてま
いります。

施設修繕について、令和６年度予算で予算措置され
ていないにもかかわらず、令和７年３月に緊急修繕を
行い、令和７年度予算の施設修繕費から支出した。
適正な事務処理を行われたい。

こども未来部 保育課 事務手続きの過程を再確認するとともに、課内の
チェック体制を強化しました。今後は、春日部市予
算規則、契約規則等に基づき、適正な事務執行に
努めてまいります。

自動販売機設置や駐車場の行政財産使用許可にお
いては、使用料の調定起票日は使用許可日である。
しかし、使用許可日は４月１日であるが、使用料の調
定起票日が４月１日でないものがあった。また、春日
部市行政財産使用規則第８条によると、使用料は、
使用期間が１年以内のものについては、使用の許可
のあった日から１か月以内に１年分を納入しなければ
ならないが、納期限が４月３０日ではなく、それを超え
る期日を設定していた。適正な事務処理を行われた
い。

こども未来部 こども育成課 調定起票日および納期限について、今後は十分に
確認を行い、適正な事務処理を行ってまいります。

春日部市会計規則第 28 条の２によると、年度内に
調定した収入で、出納閉鎖日（５月３１日）までに収納
することができなかった歳入は、６月１日をもって翌年
度に繰り越すが、調定日が６月１日でなかった。ま
た、過年度の未収金については、出納閉鎖の概念が
ないため、毎会計年度の末日（３月３１日）までに収納
されなかった場合は、４月１日をもって翌年度に繰り
越し、以後収入されるまで同様の方法で処理する
が、調定日が４月１日でなかった。適正な事務処理を
行われたい。

こども未来部 こども育成課 調定日について速やかに是正しました。今後は十
分に確認を行い、適正な事務処理を行ってまいりま
す。

春日部市会計規則第９条によると、納入の通知をす
る場合においては、当該通知をする日から起算して１
５日以内において納期限を定めるものとされている
が、通知日から１５日以上経過した日を設定してい
た。また、納付書に納期限がないものがあった。遺漏
のないよう確実に処理されたい。

こども未来部 こども支援課 納入通知をする場合において、当該通知をする日
から起算して１５日以内に納期限を定め通知するよ
う、課内職員で情報共有し、遺漏のないよう適正に
事務処理を行ってまいります。

監査の結果に基づく措置

春日部市個人情報保護制度事務処理の手引きに基
づき、保有個人情報の外部への業務委託に関する
調書が市政情報課へ提出されていなかった。また、
個人情報を取り扱う業務委託で、受注者より従事者
名簿を受領していなかった。遺漏のないよう確実に処
理されたい。

１者見積合わせで、見積合わせ結果及び契約締結
伺に添付する見積書が提出期限を超過していた。ま
た、見積書に収受印の押印がないものが見受けられ
た。適正な事務処理を行われたい。
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監査の結果 部名 課名 措置の状況

こども未来部 こども育成課 年度初めの補助金関係の通知は、日付の確認を
特に注意深く確認するように努め、収受日の年度
の確認を徹底するよう努めてまいります。

こども未来部 こども相談課 年度初めの補助金関係の通知は、日付の確認を
特に注意深く確認するように努め、収受日の年度
の確認を徹底するよう努めてまいります。

春日部市文書取扱規程第15条によると、供覧文書及
び起案文書は、主査、主幹、課長、次長、部長、副市
長及び市長の順に回議するが、電子決裁の課長専
決の文書において、主査及び主幹を経由していない
文書があった。遺漏のないよう確実に処理されたい。

こども未来部 こども相談課 電子決裁のルートについて速やかに是正しました。
課内でルート作成時の注意喚起をし、決裁ルートを
細かく作成することで、再発防止を図っています。

文書の件名は文書の内容に合わせるようにし、公開
用件名にも注意する必要があるが、文書管理システ
ムにメール情報を取り込み、メールの件名を文書の
件名として供覧・起案していた。適正な事務処理を行
われたい。

こども未来部 こども支援課 文書の件名等、文書の内容に合わせるよう課内職
員で情報共有し、遺漏のないよう適正に事務処理
を行ってまいります。

事務決裁規則別表１のとおり、国・県支出金等に係る
事務は、部長専決であり、財務部長の合議が必要で
あるが、課長専決で財務部長の合議がされていな
かった。遺漏のないよう確実に処理されたい。

こども未来部 こども支援課 決裁区分を再確認するとともに、課内のチェック体
制を強化しました。今後は、事務決裁規則に則った
適正な決裁区分での起案を徹底するよう努めてま
いります。

パートタイム会計年度任用職員の夏季休暇について
は、「半日」単位の取得は認めず、すべて「1日」単位
の取得となっているが、半日単位（４時間）を２回取得
していた。適正な事務処理を行われたい。

こども未来部 こども相談課 半日で取得していた夏季休暇は年次有給休暇に
振替をし、休暇簿の修正により速やかに是正しまし
た。パートタイム会計年度任用職員の夏季休暇制
度を課内で再度確認を行い、適正な事務処理を徹
底してまいります。

２　総合政策部所管（むすび）
起案文書の決裁区分が正しくないものや財務部長の
合議が漏れているものなど、軽微な誤りが多く見受け
られた。職員の事務手続きに関する知識不足が原因
であるが、決裁を行う管理職員等にも管理監督者とし
ての意識が不足しているように見受けられる。制度所
管課からの通知や職員研修等を通じて、職員一人ひ
とりが関係法令の根拠や適正な事務処理に関する知
識の向上を図り、組織全体としての能力の底上げに
努められたい。

総合政策部 行政デジタル改
革課

決裁区分や合議漏れ等の誤りをなくすため、今後、
全庁向けの通知を発出し、関係法令や事務処理上
の留意点、正しい決裁区分や合議先の設定等につ
いて職員に周知を行うとともに、管理職員等に対し
ては、決裁権者としての役割と責任を再認識するよ
う促し、より一層注意して確認を行うよう周知徹底を
図ってまいります。
また、職員研修等を通じて、上記の内容のほか、誤
りが生じやすい事例等を共有することで、職員一人
一人の事務処理に関する理解と知識の向上を図っ
てまいります。

３　総務部所管（むすび）
時間外勤務について、一部の部署において特定の
職員への偏りが見受けられた。事務改善や業務配分
の見直し、人員配置も含め実効性のある対策を講
じ、職員の健康管理の徹底を図られたい。

総務部 人事課 　春日部市職員定員管理計画では、ワーク・ライフ・
バランスの推進の観点から、全部署の１人当たりの
時間外勤務時間を年間２００時間未満とすることを
目標としています。
　今後も、本計画に基づき、必要に応じて職員の増
員を図り、業務量及び業務内容に応じた適正な人
員配置を行ってまいります。

これまでの監査においても度々指摘しているが、物
品売買等に係る入札結果等の市政情報室への配架
等について、ル－ルが守られていなかった。職員の
事務手続きに関する知識不足が原因であるが、決裁
を行う管理職員等にも管理監督者としての意識が不
足しているように見受けられる。制度所管課からの通
知や職員研修等を通じて、職員一人ひとりが関係法
令の根拠や適正な事務処理に関する知識の向上を
図り、組織全体としての能力の底上げに努められた
い。

総務部 契約課 　物品売買等に係る入札結果等の市政情報室へ
の配架につきましては、ペーパーレス化等の事務
手続の見直しを図り、要綱の改正も行った上で運
用方法を庁内に周知してまいります。
　また、職員一人ひとりが適正な事務処理に関する
知識の向上を図れるよう研修内容等を見直しし、職
員の契約事務能力の向上を図ってまいります。

起案（供覧）文書が属する年度は、原則、起案日また
は供覧日の属する年度とする。ただし、出納整理期
間においては、前会計年度に属する歳入、または歳
出に係るものは、当該前会計年度の区分とする。しか
し、国・県支出金の令和６年度の補助金の確定通知
書が令和７年３月３１日以前の日付であるが、令和７
年度文書として収受供覧しているものがあった。ま
た、令和６年度補助金の実績報告書について、令和
７年３月３１日付けで提出しているが、令和７年度文
書として起案しているものがあった。適正な事務処理
を行われたい。
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春教総発第８１９号

令和８年３月２６日

春日部市監査委員 佐 川 清 様

香 田 寛 美 様

栗 原 信 司 様

春日部市教育委員会

教育長 鎌 田 亨

令和７年度第２回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和７年１２月２２日付け春監発第２７８号によ

りご報告のありました令和７年度第２回定期監査の結果報告の指摘事項につ

いて、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第１９９条第１

４項の規定に基づき通知いたします。



部署名 実査時の状況 措置の状況

春日部市物品売買等に係る 入札結果等の公表要綱等に基
づき 、 入札（ 見積） 経過調書が市政情報室に配架さ れて
いなかっ た。 ま た、 春日部市契約規則等に基づき 、 特定
随意契約結果表が市政情報室に配架さ れていなかっ た。
遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後、 速やかに「 入札経過調書」 及び「 特定随意契約結
果」 を 市政情報室に配架し た。
ま た、 契約事務の遺漏防止のため、 チェ ッ ク リ ス ト を 作成
し た。 こ のチェ ッ ク リ ス ト に基づき 、 適正な事務処理に努
める 。

１ 者見積合わせで、 見積合わせ結果及び契約締結伺に添
付する 見積書が提出期限を 超過し ていた。 ま た、 見積書
に収受印の押印がないも のが見受けら れた。 適正な事務
処理を 行われたい。

指摘後、 見積書の提出日を 確認し 、 押印がないも のについ
ては、 速やかに収受日を 押印し た。
ま た、 期限超過の指摘のあっ た見積書については、 見積書
の提出は期限内であっ たが、 収受印の日付が誤っ ていたた
め、 速やかに正し い日付で押印し た。
今後は、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 複数職員によ る
確認を 実施する こ と で、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

教
育
施
設
課

契約書に綴ら れた約款と は異なる 約款の規定によ り 、 工
期の延長に係る 請求や通知がさ れていた。 ま た、 賃貸借
契約の契約書に、 賃貸借標準契約約款ではなく 、 業務委
託標準契約約款が綴ら れていた。 適正な事務処理を 行わ
れたい。

今回の指摘内容を 課内で共有し 、 今後の契約事務において
は、 正規の約款によ る 規定に基づく 手続き と なる よ う 、 ま
た、 正規の約款が契約書に綴ら れる よ う 、 複数職員によ る
確認を 行い、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

学
務
課

春日部市随意契約ガイ ド ラ イ ン では、 随意契約の執行伺
いの際に契約課長の合議が必要である が、 合議を 受けて
いなかっ た。 ま た、 春日部市予算規則では、 債務負担行
為を し よ う と する と き 財務部長の合議が必要である が、
合議を 受けていなかっ た。 遺漏のないよ う 確実に処理さ
れたい。

指摘後、 速やかに契約課長の合議を 受け、 是正措置を 講じ
た。
ま た、 契約事務マニュ アルの当該部分及び春日部市予算規
則を 職員間で共有し 注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、 対応に
ついて注意を 払い職員間で声がけ及び確認を 行う 。
（ 「 債務負担行為」 については、 指摘対象外。 ）

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

学
校
教
育
部

教
育
総
務
課



部署名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

春日部市物品売買等に係る 入札結果等の公表要綱等に基
づき 、 入札（ 見積） 経過調書が市政情報室に配架さ れて
いなかっ た。 ま た、 春日部市契約規則等に基づき 、 特定
随意契約結果表が市政情報室に配架さ れていなかっ た。
遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後、 速やかに「 入札経過調書」 を 市政情報室に配架し
た。
ま た、 契約事務マニュ アルの当該事項部分を 職員間で共有
し 注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、 対応について注意を 払い
職員間で声がけ及び確認を 行う 。
（ 「 特定随意契約結果の配架」 については、 指摘対象
外。 ）

春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き に基づき 、
保有個人情報の外部への業務委託に関する 調書が市政情
報課へ提出さ れていなかっ た。 ま た、 個人情報を 取り 扱
う 業務委託で、 受注者よ り 従事者名簿を 受領し ていな
かっ た。 遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後、 速やかに市政情報課あて保有個人情報の外部への
業務委託に関する 調書を 提出し た。 ま た、 個人情報を 取り
扱う 業務委託において、 受注者よ り 従事者名簿を 受領し
た。
ま た、 春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き の当該
事項部分を 職員間で共有し 注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、
対応について注意を 払い職員間で声がけ及び確認を 行う 。

１ 者見積合わせで、 見積合わせ結果及び契約締結伺に添
付する 見積書が提出期限を 超過し ていた。 ま た、 見積書
に収受印の押印がないも のが見受けら れた。 適正な事務
処理を 行われたい。

指摘後、 見積書の提出日を 確認し 、 押印がないも のについ
ては、 速やかに収受日を 押印し た。
ま た、 期限超過の指摘のあっ た見積書については、 見積書
の提出は期限内であっ たが、 収受印の日付が誤っ ていたた
め、 速やかに正し い日付で押印し た。
今後は、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 複数職員によ る
確認を 実施する こ と で、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

春日部市物品売買等に係る 入札結果等の公表要綱等に基
づき 、 入札（ 見積） 経過調書が市政情報室に配架さ れて
いなかっ た。 ま た、 春日部市契約規則等に基づき 、 特定
随意契約結果表が市政情報室に配架さ れていなかっ た。
遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後すぐ に入札経過調書を 市政情報室に配架し た。 ま
た、 契約事務マニュ アルの当該事項部分を 職員間で共有し
注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、 対応について注意を 払い職
員間で声がけ及び確認を 行う 。

自動販売機設置や駐車場の行政財産使用許可において
は、 使用料の調定起票日は使用許可日である 。 し かし 、
使用許可日は４ 月１ 日である が、 使用料の調定起票日が
４ 月１ 日でないも のがあっ た。 ま た、 春日部市行政財産
使用規則第８ 条によ る と 、 使用料は、 使用期間が１ 年以
内のも のについては、 使用の許可のあっ た日から １ か月
以内に１ 年分を 納入し なければなら ないが、 納期限が４
月３ ０ 日ではなく 、 それを 超える 期日を 設定し ていた。
適正な事務処理を 行われたい。

今後、 当該使用許可の調定起票日については４ 月１ 日と す
る と と も に、 春日部市行政財産使用規則に基づき 、 使用料
の納期限については使用許可日から １ か月以内と なる よ
う 、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 適正な事務処理の徹
底を 図る 。
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部署名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き に基づき 、
保有個人情報の外部への業務委託に関する 調書が市政情
報課へ提出さ れていなかっ た。 ま た、 個人情報を 取り 扱
う 業務委託で、 受注者よ り 従事者名簿を 受領し ていな
かっ た。 遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後、 速やかに市政情報課あて保有個人情報の外部への
業務委託に関する 調書を 提出し た。 ま た、 個人情報を 取り
扱う 業務委託において、 受注者よ り 従事者名簿を 受領し
た。
ま た、 春日部市個人情報保護制度事務処理の手引き の当該
事項部分を 職員間で共有し 注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、
対応について注意を 払い職員間で声がけ及び確認を 行う 。

１ 者見積合わせで、 見積合わせ結果及び契約締結伺に添
付する 見積書が提出期限を 超過し ていた。 ま た、 見積書
に収受印の押印がないも のが見受けら れた。 適正な事務
処理を 行われたい。

指摘後、 見積書の提出日を 確認し 、 押印がないも のについ
ては、 速やかに収受日を 押印し た。
ま た、 期限超過の指摘のあっ た見積書については、 財務会
計伝票起票時の期限設定を 初期設定（ 起案日と 同日） のま
ま と し てし ま っ たためであり 、 見積合せ結果及び契約締結
伺いに表示さ れる 見積期限を 修正し た。
今後は、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 複数職員によ る
確認を 実施する こ と で、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

春日部市随意契約ガイ ド ラ イ ン では、 随意契約の執行伺
いの際に契約課長の合議が必要である が、 合議を 受けて
いなかっ た。 ま た、 春日部市予算規則では、 債務負担行
為を し よ う と する と き 財務部長の合議が必要である が、
合議を 受けていなかっ た。 遺漏のないよ う 確実に処理さ
れたい。

指摘後、 速やかに契約課長及び財務部長の合議を 受け、 是
正措置を 講じ た。
ま た、 契約事務マニュ アルの当該部分及び春日部市予算規
則を 職員間で共有し 注意喚起を 行っ た。 引き 続き 、 対応に
ついて注意を 払い職員間で声がけ及び確認を 行う 。

自動販売機設置や駐車場の行政財産使用許可において
は、 使用料の調定起票日は使用許可日である 。 し かし 、
使用許可日は４ 月１ 日である が、 使用料の調定起票日が
４ 月１ 日でないも のがあっ た。 ま た、 春日部市行政財産
使用規則第８ 条によ る と 、 使用料は、 使用期間が１ 年以
内のも のについては、 使用の許可のあっ た日から １ か月
以内に１ 年分を 納入し なければなら ないが、 納期限が４
月３ ０ 日ではなく 、 それを 超える 期日を 設定し ていた。
適正な事務処理を 行われたい。

今後、 当該使用許可の調定起票日については４ 月１ 日と す
る と と も に、 春日部市行政財産使用規則に基づき 、 使用料
の納期限については使用許可日から １ か月以内と なる よ
う 、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 適正な事務処理の徹
底を 図る 。
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部署名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

春日部市物品売買等に係る 入札結果等の公表要綱等に基
づき 、 入札（ 見積） 経過調書が市政情報室に配架さ れて
いなかっ た。 ま た、 春日部市契約規則等に基づき 、 特定
随意契約結果表が市政情報室に配架さ れていなかっ た。
遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

未配架であっ た入札経過調書については、 指摘後、 直ちに
配架を 実施し た。 ま た、 課内で契約課マニュ アルを 再確認
し 、 契約締結伺いの決裁完了後、 帳票類を 担当に戻す際
に、 管理職から 指示を 行う こ と と し た。
（ 「 特定随意契約」 については、 指摘対象外。 ）

事務決裁規則別表１ によ り 、 財務事項の決裁区分は金額
に応じ て決めら れている が、 入札結果及び契約締結伺と
予定価格の決定において、 部長専決と すべき と こ ろが課
長専決になっ ていた。 適正な事務処理を 行われたい。

事務決裁規則を 確認し 、 限度額に応じ た決裁の徹底を 課内
に周知し 、 管理職が確認する よ う 、 事務処理を 改善し た。

春日部市随意契約ガイ ド ラ イ ン では、 随意契約の執行伺
いの際に契約課長の合議が必要である が、 合議を 受けて
いなかっ た。 ま た、 春日部市予算規則では、 債務負担行
為を し よ う と する と き 財務部長の合議が必要である が、
合議を 受けていなかっ た。 遺漏のないよ う 確実に処理さ
れたい。

指摘後、 速やかに財務部長の合議を 受けた。 ま た、 春日部
市予算規則を 職員間で共有し 注意喚起を 行っ た。 引き 続
き 、 対応について注意を 払い職員間で声がけ及び確認を 行
う 。
（ 「 随意契約の契約課長合議」 については、 指摘対象
外。 ）

起案（ 供覧） 文書が属する 年度は、 原則、 起案日ま たは
供覧日の属する 年度と する 。 ただし 、 出納整理期間にお
いては、 前会計年度に属する 歳入、 ま たは歳出に係る も
のは、 当該前会計年度の区分と する 。 し かし 、 国・ 県支
出金の令和６ 年度の補助金の確定通知書が令和７ 年３ 月
３ １ 日以前の日付である が、 令和７ 年度文書と し て収受
供覧し ている も のがあっ た。 ま た、 令和６ 年度補助金の
実績報告書について、 令和７ 年３ 月３ １ 日付けで提出し
ている が、 令和７ 年度文書と し て起案し ている も のが
あっ た。 適正な事務処理を 行われたい。

会計年度区分に従い、 補助金の額の確定通知を 、 文書到達
日ではなく 、 通知日の年度の文書と し て収受供覧する こ と
へ、 事務処理を 改善し た。

事務決裁規則別表１ のと おり 、 国・ 県支出金等に係る 事
務は、 部長専決であり 、 財務部長の合議が必要である
が、 課長専決で財務部長の合議がさ れていなかっ た。 遺
漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

事務決裁規則を 確認し 、 部長専決及び財務部長合議の徹底
を 課内に周知し 、 管理職を 含む複数人が確認する よ う 、 事
務処理を 改善し た。
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部署名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

春日部市物品売買等に係る 入札結果等の公表要綱等に基
づき 、 入札（ 見積） 経過調書が市政情報室に配架さ れて
いなかっ た。 ま た、 春日部市契約規則等に基づき 、 特定
随意契約結果表が市政情報室に配架さ れていなかっ た。
遺漏のないよ う 確実に処理さ れたい。

指摘後、 速やかに「 入札経過調書」 及び「 特定随意契約結
果」 を 市政情報室に配架し た。
ま た、 契約事務マニュ アルの当該部分を 職員間で共有し 注
意喚起を 行っ た。 引き 続き 、 対応について注意を 払い職員
間で声がけ及び確認を 行う 。

１ 者見積合わせで、 見積合わせ結果及び契約締結伺に添
付する 見積書が提出期限を 超過し ていた。 ま た、 見積書
に収受印の押印がないも のが見受けら れた。 適正な事務
処理を 行われたい。

指摘後、 見積書の提出日を 確認し 、 押印がないも のについ
ては、 速やかに収受日を 押印し た。
ま た、 期限超過の指摘のあっ た見積書については、 見積書
の提出は期限内であっ たが、 収受印の日付が誤っ ていたた
め、 速やかに正し い日付で押印し た。
今後は、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 複数職員によ る
確認を 実施する こ と で、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

契約書に綴ら れた約款と は異なる 約款の規定によ り 、 工
期の延長に係る 請求や通知がさ れていた。 ま た、 賃貸借
契約の契約書に、 賃貸借標準契約約款ではなく 、 業務委
託標準契約約款が綴ら れていた。 適正な事務処理を 行わ
れたい。

今回の指摘内容を 課内で共有し 、 今後の契約事務において
は、 正規の約款によ る 規定に基づく 手続き と なる よ う 、 ま
た、 正規の約款が契約書に綴ら れる よ う 、 複数職員によ る
確認を 行い、 適正な事務処理の徹底を 図る 。

自動販売機設置や駐車場の行政財産使用許可において
は、 使用料の調定起票日は使用許可日である 。 し かし 、
使用許可日は４ 月１ 日である が、 使用料の調定起票日が
４ 月１ 日でないも のがあっ た。 ま た、 春日部市行政財産
使用規則第８ 条によ る と 、 使用料は、 使用期間が１ 年以
内のも のについては、 使用の許可のあっ た日から １ か月
以内に１ 年分を 納入し なければなら ないが、 納期限が４
月３ ０ 日ではなく 、 それを 超える 期日を 設定し ていた。
適正な事務処理を 行われたい。

今後、 当該使用許可の調定起票日については４ 月１ 日と す
る と と も に、 春日部市行政財産使用規則に基づき 、 使用料
の納期限については使用許可日から １ か月以内と なる よ
う 、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 適正な事務処理の徹
底を 図る 。

春日部市公印規程第５ 条によ る と 、 公印を 使用する と き
は、 使用する 文書に決裁文書を 添え保管者ま たは取扱者
に提示し 、 承認を 受けなければなら ないが、 見積合わせ
結果及び契約締結伺に公印承認印がなく 、 契約書作成時
の公印承認が漏れていた。 ま た、 市職員が事務局を 務め
る 外郭団体の公印についても 、 市と 同様の取扱いが望ま
し いが、 外郭団体の公印の公印承認が漏れていた。 適正
な事務処理を 行われたい。

定期監査によ る 指摘後、 状況を 確認のう え、 押印が漏れて
いた公印承認印を 押印し た。
なお、 外郭団体の公印承認については、 課内の複数職員で
対応する 体制を 整え、 改めて公印承認印の押印がある 文書
のみ団体印を 使用する こ と の周知・ 徹底を 図っ た。
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部署名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

１ 者見積合わせで、 見積合わせ結果及び契約締結伺に添
付する 見積書が提出期限を 超過し ていた。 ま た、 見積書
に収受印の押印がないも のが見受けら れた。 適正な事務
処理を 行われたい。

指摘後、 見積書の提出日を 確認し 、 押印がないも のについ
ては、 速やかに収受日を 押印し た。
ま た、 期限超過の指摘のあっ た見積書については、 見積書
の提出は期限内であっ たが、 収受印の日付が誤っ ていたた
め、 速やかに正し い日付で押印し た。
今後は、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 複数職員によ る
確認を 実施する こ と で、 適正な事務処理の徹底を 図る も の
と する 。

地方自治法施行令第167条の２ 第1項第１ 号によ る 随意契
約の予定価格調書において、 「 予定価格（ 税込額） 」 欄
と 「 入札書比較価格（ 税抜額） 」 欄の金額が反対に記載
さ れていた。 ま た、 地方自治法施行令第167条の５ の２
によ る 制限付き 一般競争入札で、 公告では「 最低制限価
格を 設定する 」 と ある が、 予定価格調書の最低制限価格
欄に「 設定なし 」 と 記載し ていた。 適正な事務処理を 行
われたい。

指摘事項を 適切に修正し た。
再発防止及び適切な事務処理のため、 今後は起票者だけで
はなく 同担当内の複数人でチェ ッ ク する 体制と する 。

自動販売機設置や駐車場の行政財産使用許可において
は、 使用料の調定起票日は使用許可日である 。 し かし 、
使用許可日は４ 月１ 日である が、 使用料の調定起票日が
４ 月１ 日でないも のがあっ た。 ま た、 春日部市行政財産
使用規則第８ 条によ る と 、 使用料は、 使用期間が１ 年以
内のも のについては、 使用の許可のあっ た日から １ か月
以内に１ 年分を 納入し なければなら ないが、 納期限が４
月３ ０ 日ではなく 、 それを 超える 期日を 設定し ていた。
適正な事務処理を 行われたい。

今後、 当該使用許可の調定起票日については４ 月１ 日と す
る と と も に、 春日部市行政財産使用規則に基づき 、 使用料
の納期限については使用許可日から １ か月以内と なる よ
う 、 今回の指摘内容を 課内で共有し 、 適正な事務処理の徹
底を 図る 。

春日部市パート タ イ ム 会計年度任用職員の任用及び給与
その他の勤務条件に関する 規則第18条によ る と 、 正規の
勤務時間が割り 振ら れた日以外の勤務は100分の135を 報
酬と し て支給する も のである が、 パート タ イ ム 会計年度
任用職員の週休日出勤について、 時間外勤務命令簿は
100分の135の区分で承認し ていたが、 勤務整理簿には
100分100の区分で報告し ていた。 適正な事務処理を 行わ
れたい。

勤務整理簿における 指摘事項を 適切に修正し 、 人事課に再
提出し た。
ま た再発防止及び適切な事務処理のため、 週休日出勤など
の時間外勤務区分の取扱を 担当から 上席ま で、 申請の都度
確認に努める も のと する 。

社
会
教
育
部

中
央
公
民
館



施設名 実査時の状況 措置の状況

体育館の正面出入口の扉１ 箇所が開ける と 閉ま ら なく
なっていた。

実施済み

家庭科室の後ろの扉の鍵が壊れていた。 経過観察（ 予算要求に向けて検討中）

消火栓ポンプ室のポンプ付近に水が染み出た跡が見ら れ
た。

経過観察（ 予算要求に向けて検討中）

文書発送簿にある 発送年月日と 実際の文書の発送日が異
なる も のがあった。

「 番号取得日」 と 「 発送年月日」 を分けて記載する こ と に
よ り 、 整合性を図る よ う 改善を行った。

薬品使用簿にある 残量と 事前監査実施時の残量が違う も
のがあった。

使用し ていない薬品についても 定期的に残量の確認をし
て、 記録を 行う よ う 、 管理方法を 変更し た。

体育館への渡り 廊下の基礎のモルタ ルの剥がれ、 腐食が
見ら れた。

実施済み

文書収受簿にある 収受番号と 文書にある 収受番号が異な
る も のがあっ た。

文書の収受番号のずれを確認し 、 訂正し た。

体育館への渡り 廊下のパネルの枠にサビ が見ら れた。 経過観察（ 予算要求に向けて検討中）

体育館ス テージのバト ンの昇降装置が手動で、 ロ ープを
縛り 付けて固定し ている が、 落下の危険性がある 。

経過観察（ 予算要求に向けて検討中）

樹木の枝がフ ェ ン ス を越えて道路側に伸びていた。 実施済み

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

上
沖
小
学
校

正
善
小
学
校

立
野
小
学
校

学
校
教
育
部



施設名 実査時の状況 措置の状況

令和７ 年度第２ 回定期監査 措置状況報告書

体育館への渡り 廊下のパネルの枠にサビ が見ら れた。 実施済み

教室棟屋上に上がる 階段の壁にク ラ ッ ク が見ら れた。 実施済み

藤
塚
小
学
校

管理棟の廊下の窓付近に雨漏り が生じ ていた。 実施済み

学習室と し て使用し ている １ 階休憩室（ 和室） の部屋で
臭気があった。

経過観察（ 流し の排水ト ラ ッ プの封水がなく なっている 可
能性がある ため、 定期的に水を流し つつ消臭剤を設置）

校内に複数ある 冷水機が使用でき ない状態で設置さ れて
いた。

校内にて供用停止中の冷水機については、 現在、 撤去作業
の内容およ び費用の精査を行っている 。  現時点では執行予
算が確保でき ておら ず即時の対応は困難である が、 適正な
教育環境を 保持する ため、 次年度予算の確保を含めた今後
の課題と し て検討を進める 。

武
里
西
小
学
校

文書発送簿にある 発送年月日と 実際の文書の発送日が異
なる も のがあった。

発送年月日と 文書の発送日の正誤を確かめ修正し た。

学
校
教
育
部

宮
川
小
学
校

武
里
南
小
学
校


